
�8

RETIO.  NO.132  2024年冬号  

͡Ίに

ୈ332ճの委員会では、土地ڞ有者の相ଓ
ਓのҰਓが、土地のआਓに対し、新たな
ିआܖのక݁およͼྉֹݮ、ྉࢧい
方๏の変更はڞ有者全員の同意が必要である
のに、当֘土地ڞ有者であるඃ相ଓਓの同意
をಘていないため、ແޮであるとして、आ
ਓに対し、ܖچの๏ఆ更新としてのະ
ྉのࢧを求めたが、その請求が٫غされた
事例（౦ྩ�ࡋߴژ和̎年11݄10日判決）を
取り上げた。

ʻࣄҊの֓ཁʼ

本件は、ڞ有物である土地をିしている
のऴܖିआچ、有者の相ଓਓのҰਓがڞ
ྃにう新たなିआܖのక݁およͼ༰
変更（ྉのֹݮ、ྉࢧい方๏の変更）
は、ڞ有物の変更にあたるためڞ有者全員の
同意が必要であるのに、ڞ有者であるඃ相ଓ
ਓの同意をಘていないからແޮであるとし
て、आਓは、新ܖではなくɼ๏ఆ更新さ
れたܖچに基づいて土地をआしていると
いうきであり、ܖچに基づくྉֹを、
うٛࢧんでࠐにৼり࠲ޱにఆめるܖچ

をෛうからɼ新ܖに基づくྉֹを、新た
な協ఆ書に基づく࠲ޱにৼりࠐんでも、土地
ྉをหࡁしたとはいえないとして、आਓ
に対して、ྉのࢧを求めた事案である。

క݁についてܖ判ॴは、新たなିआࡋ
は、ܖの事લ協議を行っている事࣮から、
有者全員ڞ、有物の変更にあたるとしてもڞ
の合意が認められる。また、ྉֹݮ等はそ
のֹݮのׂ合、程度等にؑみても、ڞ有物の
変更ではなく、ڞ有物のཧにあたるとして、
持のա合意により有ޮであるとして、
相ଓਓの請求を٫غした。

委員会では、民๏にఆめるڞ有物の変更ɾ
ཧ（民๏改ਖ਼におけるڞ有物の変更ɾཧ
の見しを含め）にؔするߟえ方、民๏改ਖ਼
による不動産取Ҿ࣮へのӨڹ等について、
意見ަが行われた。ৄࡉは、「委員会にお
けるࢦఠ事߲」（103ท）を参照していたͩき
たい。

また、委員会にઌ立ち行われたϫーΩϯά
άルーϓ（不動産業者、行政ி等でߏ成）で
は、本事例も踏まえ、ڞ有物件にؔする࣮
上の対Ԡঢ়گ、改ਖ਼民๏によるӨڹ等につい
てのใ告がなされたので、そのҰ෦をհす

ʪෆ動࢈取Ҿฆ૪ࣄ例ௐࠪڀݚҕһձʢୈ���ճʣݕ౼ใࠂʫ
৽ͨͳିआܖʮڞ༗のมߋʯとͯ͠ڞ༗ऀશһの
߹ҙ͕͋りྉֹݮ݅มߋʮڞ༗のཧʯとͯ͠ա
の߹ҙにΑり༗ޮとͯ͠ະྉ٫͞غ͕ٻΕͨࣄ例

ʻྉ݅ࣄٻʼ
˕ୈҰ৹ɹ౦ژࡋɹྩ݄̎̏��判ܾ� ɹྩ̎��݄��判ܾࡋߴژૌ৹ɹ౦߇˕
ฏ��ʢϫʣ�����߸� ྩ̎ʢωʣ����߸
Τετϩʔɾδϟύϯ� 判例ूະొࡌ

ௐࠪڀݚ෦
（ௐࠪɿ大ྮ�༏）
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る。

ʻϫʔΩϯάҙݟʼ

ʓڞ有物件のିआܖにおける新規ܖ、
更新、ྉֹݮ等の࣮対Ԡについて

ɾڞ有物件については、ܖ書にڞ有者全員
のॺ໊ԡҹをಘる、もしくは、ଞのڞ有者
からは代表者を代ཧਓとするҹؑূ໌書添
付の委任ঢ়を求のうえ、ܖをするよう
ルールԽしているという意見がଟかった。

ɾܖ更新、ྉ改ఆ等についても委任する
ものとすることで、代表者とखଓきをとる
ようにしているという意見がଟかった。

ʓڞ有物の取Ҿにおける意点について
ɾ意思ྗの有ແにかかわるもの（ڞࢠ有

物件のചങ取Ҿ等）で、ܖ時にྸߴの
に意思ྗがあるか等については、意し
ているとの意見があった。

ɾ相ଓొ記ະྃのڞ有物件のഔհґཔを受け
るにあたっては、Ҩ産ׂ協議書の֬認を
必ਢとしている、また、ڞ有者の意思統Ұ
にखؒ取ることもଟいという意見もあった。

○改ਖ਼民๏によるॴ在等不໌ڞ有者の持取
ಘ、ৡの制度の࣮での׆༻について

ɾまͩ۩体的な事例はないが、取Ҿを進める
新たなಓ۩が૿えたという感はある。たͩ
し、時ؒとखଓきのࡶさもあり、ੵۃ的

に׆༻するというよりは、運༻ঢ়گを見て
いくという参Ճ者がଟかった。

ɾห護࢜等にཧしてもらってから、取Ҿに
ೖるというέーεになるのではないかとい
う意見もあった。

ʓそのଞ
ɾܰඍな変更は改ਖ਼民๏でཧ行為とされた

が、そのઢҾきがよくわからないという意
見があった。

� ɽҕһձ資料

ʻࣄ者ʼ

ʦ原告ʧ
̭1ɿ�（̘相ଓਓ、̘࣍உ、̭̎๏ఆ代ཧ

ਓݖ者（））
̭̎ɿ�（̘相ଓਓ、̘ཆঁ、̭1࣮ࢠ、ະ

成年）

ʦඃ告ʧ
̮ɿ�γϣοϐϯάηϯλー等運営会ࣾ（

आਓ）

ʦؔ係者ʧ
̖ɿ̭̎๏ఆ代ཧਓݖ者（）
̗ɿ̮ࣾ代表取క
̘ɿ本件土地元ڞ有者（ඃ相ଓਓ）
̙ɿ本件土地ڞ有者（̘ఋ）
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̚ɿ本件土地ڞ有者（̘ຓ）
̛ɿ本件土地元ڞ有者（̘ຓ）
̜ɿ̛持相ଓਓ
̝ɿ̘相ଓਓ（̘長உ）
̞ɿ̚持相ଓਓ
̟ɿ̚持相ଓਓ
̠ɿ̮ࣾの୲当者
̡ɿ̝の࠺
̢ɿ̮ࣾの取క
̰ࣾɿ̘が代表の๏ਓ
̱ళɿ̮が運営するγϣοϐϯάηϯλー

ʻܾの༰ʼ

ʦओจʧ
˻ୈҰ審˼
1ɹ原告らの請求をいずれも٫غする。
̎ɹ訴訟අ༻は原告らのෛ୲とする。
˼訴審߇˻
1ɹ原判決த、߇訴ਓらのྩ和̎年11݄1日

Ҏ߱のྉ請求にؔする෦を取りফし、
訴ਓらの同請求にかかる訴えをいずれも߇
٫Լする。

̎ɹ߇訴ਓらのその༨の߇訴をいずれも٫غ
する。

3ɹ訴訟අ༻は、ୈ1、ୈ̎審を௨͡て߇訴
ਓらのෛ୲とする。

ʦࡋ判ॴの判அʧ
1．認ఆ事࣮
ᾇɹ̘ٴͼ̙ら（̘Ҏ֎の本件土地ڞ有者）

は、̰ࣾの߸で、本件土地をறं場とし
てୈࡾ者らにିしていたが、ฏ成10年̓
݄̒日、̮とのؒで、本件土地を、̮が運
営する̱ళのػցࣜறं場（立体றं場）
のෑ地として༻する的で、本件ܖچ
をక݁した。

̮は、̘ٴͼ̙らとの合意に基づき、本
件ܖچに基づくྉを、̰ࣾ࠲ޱにৼり

われたࢧい、̘は、̮からࢧんでࠐ
ྉを̙らに配していた。

ᾈɹ̮は、本件ܖچのؒظ満ྃの1年લ
であるฏ成24年݄̓ࠒ、̘ 、ͼ̙らに対しٴ
ฏ成2�年݄̓1日Ҏ߱も本件土地をैલと
同͡利༻形ଶでҾきଓきआしようとߟえ
て໘ஊを申しೖれ、໘ஊが࣮施された。そ
のࡍ、ିਓଆは、̘、̙ٴͼ̝の࠺であ
る̡がग़੮し、आਓである̮からは、̢
取కと、୲当者であった̠ほか1、໊̎
がग़੮した。

̮ଆは、̘ٴͼ̙に対し、ᶃܖؒظは
ฏ成2�年݄̓1日からฏ成40年݄̒30日ま
での1�年ؒとする、ᶄ新規ྉはࡢ今のܦ
時のྉ࢝にؑみฏ成10年のआ地開گঢ়ࡁ
をϕーεに相ஊする。ᶅෑۚは現ঢ়と同ֹ
とする旨記ࡌした書໘をࣔしてその旨ఏ案
した、これに対し、̙は、もっといྉ
がఏࣔされると思っていたなどとड़て、
̮ଆのఏ案をྃঝし、̘も、̙と同͡く、
̮の上記ఏ案をྃঝした。また、̘は、新
しいିआܖのక݁にؔしては、̡を૭
。にしてほしいとड़たޱ

なお、̘は、この1̭、ࠒに対し、̮か
ら本件土地のྉをԼげてほしいとݴわれ
てࠔっているなどとし、̭1は、̘に対
し、̙と良く相ஊするようॿݴした。

ᾉɹ̘は、ฏ成24年11݄2�日、࠹ߎでれ
てٸٹൖૹされ、同݄30日、大ֶපӃにస
Ӄした。そのޙ、̘は、同年12݄26日、大
ֶපӃから別のපӃにసӃし、ೖӃதの̘
は自らのࢿ産ঢ়ଶについて不҆をड़るよ
うになった。。

ᾊɹ̠は、ฏ成2�年1݄ٴ̝、ࠒͼ̡と࿈བྷ
を取り、同年݄̎ࠒまでに本件新ܖのܖ
書のจ案を̝ٴͼ̡Ѽてにૹ付した。そ
のޙ、̠は、̝ٴͼ̡とిやϝールでଧ
ち合わͤをし、̝からจ໘等についてࡉか
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いࢦఠを受けるなどした。また、そのա程
で、ྉを໊̝ٛの࠲ޱにೖۚしてほしい
とのґཔがあった。

ᾋɹ̘、̝、̡ٴͼ̭1は、ฏ成2�年݄̐2�
日、පӃで、ҩࢣらと໘ஊを行い、同年̑
݄̒日ୀӃの༧ఆとなった。同පӃのҩࢣ
らは、̘のঢ়ଶや今ޙについて、「֎དྷで
݄̎ճ௨Ӄ、ϑΥϩーしていく」、「ୀӃޙ
は、ίϛュχέーγϣϯ、趣味をָしむこ
と。άルーϓのதでա͝し、ଞ者の問題行
動等を見て、ࠔる事をཧ解する。」などと
આ໌した。

ᾌɹ̘は、ฏ成2�年݄̑̒日、පӃをୀӃし、
ಛఆ施設ೖډ者ੜ׆հ護事業ॴにೖॴし
た。

同事業ॴ࡞成の同日付け初ճΞηεϝϯ
トによれば、̘ の要հ護認ఆは「要հ護̑」、
認ྸߴ者の日ৗੜ׆自立度判ఆ基準
は、「ᶚ」（日ৗੜ׆にࢧোをདྷすような
ঢ়ɾ行動や意思ૄ௨のࠔさがසൟに見ら
れ、ৗにհ護を要する。）ˠ「ᶙ̰」（日த
をத৺として日ৗੜ׆にࢧোをདྷすような
ঢ়ɾ行動や意思ૄ௨のࠔさがときどき
見られ、հ護を必要とする。）とされ、記
Աについては「ظ、長ظともԼ」、見
当識については「見当識োあり。長உ
உՈの認識はある。」、意思ૄ௨に࣍、්
ついては、「感֮性ࣦޠの為、ׂ̎Ґは可
であるが、不可な場合もଟい。」とさ
れている。

また、同事業ॴ࡞成の同݄10日付けΞη
εϝϯトγートによれば、̘の認につい
て、「ࠨൽԼग़݂ػ࣍ߴ、ޙো、ࣦ
。いたいことがத々ग़てこないݴ、ありޠ
のつ͡つまが合わない等ある。」、ίϛュ
χέーγϣϯྗについて、「ௌྗは問題
ない。ྗࢹはӈの為、ࠨしか認識でき
ない。ίϛュχέーγϣϯとしては、成り

立つ事もあるが、͝本ਓがされる事は、
つ͡つまが合わなかったり、かみ合わない
事がଟい。」などとされている。

ᾍɹ̮は、ฏ成2�年݄̒28日、̘ٴͼ̙らと
のؒで、本件新ܖをక݁するとともに、
そのܖ書上、ಛఆされていなかったྉ
のৼࠐઌ࠲ޱをಛఆするために、本件協ఆ
書による合意をした。なお、̮が本件ܖچ
の場合とҟなり本件新ܖのక݁を公ਖ਼
ূ書の࡞成によらずに私จ書の࡞成による
こととしたのは、本件新ܖが७然たる新
ではなく、本件土地のैલの利༻形ଶܖ
を変更するものでもないし、ྉのֹݮ等
についても1年લからܖަবを開࢝し
てିਓଆ全員のྃ解をಘているものと認
識していたためであった。

、ֹݮ（ྉのܖ上も、本件新ࡍ࣮
ྉ૿ֹಛの除を含む）ٴͼ本件協ఆ書
による合意は、গなくとも̙らの意思に基
づくものであり、̙らが̮による本件土地
のྉの̝࠲ޱへのৼࠐみにҟ議をड़る
こともなかった。

̎．૪点
ᾇɹ上記1でҾ༻した事࣮によれば、本件新

に係るିआは、改ਖ਼લ民๏602条ॴܖ
ఆのؒظをえるିआであって、ڞ有者
による本件土地の༻、ऩ益等が長ؒظに
わたって制され、事࣮上、ڞ有物をॲ
するに等しいޮՌをもたらすものであるか
ら、民๏2�2条にいう「ڞ有物のཧにؔ
する事߲」ではなく、同๏2�1条にいう「ڞ
有物に変更をՃえる」ものに֘当すると解
するのが相当であり、このཧは本件新ܖ
の࣮࣭が本件ܖچを合意更新するもの、
すなわち、աڈにڞ有者全員の同意により
有ޮにక݁されていた改ਖ਼લ民๏602条ॴ
ఆのؒظをえるିआを合意更新するも
のであったとしても、Կらҟなるところは
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ない。
ᾈɹしかしながら、上記1でҾ༻した認ఆ事

࣮によれば、̮は、本件ܖچのؒظ満ྃ
の1年લに、本件土地のڞ有者である̘
の更新ܖچͼ̙らを相ख方として本件ٴ
にけてのަবを開࢝し、̘ٴͼ̙につい
ては໘ஊした上、ᶃܖؒظをฏ成2�
年݄̓1日からฏ成40年݄̒30日までの1�
年ؒ、ᶄ新規ྉをฏ成10年のआ地開࢝時
のྉをϕーεに相ஊする、ᶅෑۚを現ঢ়
と同ֹとする旨ఏ案し、̙のみならず、̘
からも上記ఏ案に対するྃঝをಘていた。
そのޙ、̘において、࠹ߎによる長ظೖ
Ӄのためにଟֹの治ྍඅのෛ୲を༨ّなく
され、上記ᶄのఏ案に係るྉのֹݮにつ
いて֬ఆ的ຢは࠷ऴ的に同意したとまで認
めるにりないとしても、Ծに上記ᶃのఏ
案に対するྃঝをఫճして本件ܖچをظ
ؒ満ྃによりऴྃさͤることとなれば、自
らのڞ有持に相当するྉऩೖが్ઈえ
ることになるばかりか、上記ᶅのようなଟ
ֹのෑۚのฦؐを̮から求められ、ࡁܦ的
にځࠔすることになるのであるから、本件
のక݁により本件土地を̮に1�年ؒܖچ
の長きにわたってିすることに同意し、
相Ԡのྉऩೖをಘていた̘としては、本
件ܖچのؒظ満ྃޙも、本件土地を更に
1�年ؒにわたって̮にҾきଓきିするこ
と自体にはऴ࢝同意していたというきで
あり、この同意をఫճしたと認めるにり
るূڌはない。そうすると、本件新ܖが
改ਖ਼લ民๏602条ॴఆのؒظをえるି
आであったという意味で民๏2�1条にいう

ものに֘当する「有物に変更をՃえるڞ」
としても、上記ିआをすることについて
は、̙のみならず、̘も含むڞ有者全員の
同意があったというきである。

ᾉɹଞ方、本件新ܖத、ྉのֹݮ、૿ֹ

ಛの除は、本件ܖچがక݁されたฏ
成10年Ҏ߱、近隣の公ࣔ価格や࿏ઢ価がԼ
མにあったにもかかわらず、本件土地
のྉֹが上記૿ֹಛに基づき3年͝と
に3ˋずつ૿ֹされたことにより周辺土地
のྉ相場と大きくかいするようになっ
たため、本件ܖچにおいて、༧֎に大
෯なࡁܦの変Խがあるときは、方協
議の上改めてྉについて取り決めるとし
ていたことも踏まえ、̮と̘ٴͼ̙らにお
いてし合って、これをੋਖ਼する趣旨にग़
たものと解され、そのֹݮのׂ合、程度等
にؑみても、民๏2�1条にいう「ڞ有物に
変更をՃえる」ものではなく、同๏2�2条
にいう「ڞ有物のཧにؔする事߲」に֘
当するものと解されるところ、上記1でҾ
༻した認ఆ事࣮によれば、本件土地のա
の持を有している̙らが本件新ܖに
おけるྉのֹݮ、૿ֹಛの除に同意
していたҎ上、Ծに̘がこれに同意してい
なかったとしても、本件新ܖにおける
ྉのֹݮ、૿ֹಛの除はいずれも有ޮ
なものである。

また、本件協ఆ書による合意についても、
本件新ܖ上、ྉのࢧは（本件ܖچ
と同様に）ିਓଆのࢦఆする࠲ޱへのৼ
ૹۚによることがもともとされていこࠐ
とから、同࠲ޱのࢦఆはͤいͥい民๏2�2
条にいう「ڞ有物のཧにؔする事߲」に
֘当するにとどまると解されるところ、上
記1でҾ༻した認ఆ事࣮によれば、上記ޱ
ऴ࠷のҰਓである̝にࢠఆを̘の࣮ࢦの࠲
的に委ねることにつき、গなくとも本件土
地のաの持を有している̙らが同意
していたことは໌らかであるから、本件協
ఆ書による合意も有ޮである。

ᾊɹԾに̘が本件新ܖٴͼ本件協ఆ書によ
る合意がされた当時に意思ແྗঢ়ଶにあ

076-107_౪ବܬ取͢ಪݨ๏332.indd   102 2023/12/26   21:16



103

RETIO.  NO.132  2024年冬号

り、本件新ܖに係るܖ書や本件協ఆ書
の̘࡞成෦が̝によりِ造されたことが
あったとしても、本件土地のաの持
を有している̙らが本件新ܖٴͼ本件協
ఆ書による合意に同意していたҎ上、上記
判அをࠨӈする事であるとはいえない

（たͩし、̮ が̝とڞ同し、または̝をࠦڭ、
ኀॿしたことを認めるにりるূڌはな
い。）。なお、本件協ఆ書上、̘ٴͼ̙らが
ྉ受取に係るିਓ代表として̘をҰ୴
બ任した上で̘の代ཧਓとしての̝に本件
新ܖにおけるྉのৼࠐઌ࠲ޱをࢦఆさ
ͤるという๏ߏ成が࠾༻されたܦҢがあ
るとしても、本件土地のڞ有者ではない̝
にྉৼࠐઌ࠲ޱのࢦఆݶݖを付༩するこ
とをਖ਼当Խするためのศ๏にす͗なかった
と解されるから、やはり上記判அをࠨӈす
る事であるとはいえない。

ᾋɹしたがって、̮が、本件新ܖٴͼ本件
協ఆ書による合意にैってした、ྩ和̎年
10݄までのྉの̝࠲ޱへのৼࠐは、そ
の༨の点について判அするまでもなく、い
ずれもหࡁとして有ޮなものである。

3．৬ݖにより、̮らのকདྷ請求に係る訴え
の適๏性についてݕ౼する。

લఏ事࣮によれば、̮は、当審ޱ಄ห
ऴ݁日までにหظࡁが౸དྷしたྩ和̎年10
݄までの本件土地のྉをなくࢧ
っており、今ޙも本件土地のྉをな
くࢧっていくことがਪ認されるから、̭
らのকདྷ請求、すなわち、当審ޱ಄หऴ
݁日にཤ行ظが౸དྷしていないྩ和̎年11
݄1日Ҏ߱のྉ請求については、民事訴
訟๏13�条にいう「あらか͡めその請求を
する必要がある場合」に֘当ͤず、কདྷの
付を求める訴えとしては不適๏なものとڅ
して、これを٫Լすきである。

̐．まとめ

Ҏ上とҟなる̭らのओுは、上記1でҾ
༻した認ఆ、上記̎ٴͼ3の判ࣔに照らし
ていずれも࠾༻することができない。

̑．݁
よって、ᶃ原判決த、̭ らのকདྷ請求（当

審ޱ಄หऴ݁日を基準とすると、ྩ和̎
年11݄1日Ҏ߱のྉ請求）に係る訴えを
٫Լすることなく、同請求を٫غした෦
は不当であるから、これを取りফし、上記
訴えをいずれも٫Լし、ᶄ原判決த、̭ら
のその༨の߇訴はいずれもཧ༝がないか
ら、これを٫غすることとして、ओจのと
おり判決する。

� ɽҕһձに͓͚るࢦఠ߲ࣄ

ʓڞ有物件のିआܖにおける代表者への
委任

ɾ委任༰を໌֬に記ࡌしておかないとޮྗ
にٙٛが発ੜすることもあるので意す
き。

ɾแׅ的委任ঢ়で更新時も対Ԡすることもあ
るかと思うが、委任者が変わるέーεや、
更新༰が大きく変動することもあるの
で、原則としては、都度、委任ঢ়を取ಘし
て、対Ԡすきとߟえる。

ɾ改ਖ਼民๏にఆめるཧ者として、ཧ行為
を任ͤるख๏もあるのではないか。たͩし、
変更行為についてはڞ有者全員の同意が必
要になることは変わらない。

ʓ更新ܖか新規の再ܖかのܖ形ଶによ
り、ཧ行為か変更行為かの判அは変わり
ಘるものか、立体றं場はआ地आՈ๏の適
༻がされるか

ɾܖ形ଶにかかわらず、改ਖ਼民๏2�2条̐
߲にఆめるܖҎ֎は、変更行為とಡめる
のではないかと思われる。

ɾ不動産ొ記๏上のߟえ方からいえば、ఱҪ
෦のແいػցࣜறं場では、建物ొ記は
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できないが、றं場のߏ造によっては、建
物としてआ地आՈ๏の適༻となる場合もあ
るかもしれない。

ʓྉֹݮはཧ行為と判அされるか
ɾྉֹݮについては、ֹݮの程度やܖ書

の༰等によってཧ行為か変更行為にあ
たるのか判அされており、改ਖ਼民๏におい
ても、ྉֹݮが全てཧ行為とみなされ
るわけではないと思われる。

ʓཧ行為とみなされる、形ঢ়ຢはޮ༻のஶ
しい変更をわないもの（ܰඍな変更）

ɾܰඍな変更にあたるかどうかは、個別事案
をग़して判அしていくしかないのではない
かと思われる。

� ɽߟࢀ資料

（委員会ࢿྉよりҰ෦ൈਮ）

ᶗɽߟࢀ法ྩ

1．民๏
ୈ2�1条（ڞ有物の変更）

ʲچ๏ʳ
有者の同意をಘなけڞ有者は、ଞのڞ֤

れば、ڞ有物に変更をՃえることができな
い。

ʲ新๏ʳ
有者の同意をಘなけڞ有者は、ଞのڞ֤

れば、ڞ有物に変更（その形ঢ়ຢはޮ༻の
ஶしい変更をわないものを除く。߲࣍に
おいて同͡。）をՃえることができない。

̎ɹڞ有者がଞのڞ有者をることができ
ず、ຢはそのॴ在をることができないと
きは、ࡋ判ॴは、ڞ有者の請求により、当
֘ଞのڞ有者Ҏ֎のଞのڞ有者の同意をಘ
てڞ有物に変更をՃえることができる旨の
。判をすることができるࡋ

ୈ2�2条（ڞ有物のཧ）
ʲچ๏ʳ

有物のཧにؔする事߲は、લ条の場ڞ
合を除き、֤ڞ有者の持の価格にैい、
そのաで決する。たͩし、保存行為は、
。有者がすることができるڞ֤

ʲ新๏ʳ
条ୈҰ߲࣍）有物のཧにؔする事߲ڞ

に規ఆするڞ有物のཧ者のબ任ٴͼ解任
を含み、ڞ有物にલ条ୈҰ߲に規ఆする変
更をՃえるものを除く。߲࣍において同
͡。）は、֤ڞ有者の持の価格にैい、
そのաで決する。ڞ有物を༻するڞ
有者があるときも、同様とする。

̎ɹࡋ判ॴは、࣍の֤߸にܝげるときは、当
֤֘߸に規ఆするଞのڞ有者Ҏ֎のڞ有者
の請求により、当֘ଞのڞ有者Ҏ֎のڞ有
者の持の価格にैい、そのաでڞ有
物のཧにؔする事߲を決することができ
る旨のࡋ判をすることができる。
Ұɹڞ有者がଞのڞ有者をることができ

ず、ຢはそのॴ在をることができない
とき。

ೋɹڞ有者がଞのڞ有者に対し相当のؒظ
をఆめてڞ有物のཧにؔする事߲を決
することについて賛൱を໌らかにすき
旨を࠵告した場合において、当֘ଞのڞ
有者がそのؒظに賛൱を໌らかにしな
いとき。

3ɹલೋ߲の規ఆによる決ఆが、ڞ有者ؒの
決ఆに基づいてڞ有物を༻するڞ有者に
ಛ別のӨڹをٴ΅すきときは、そのঝ
をಘなければならない。

̐ɹڞ有者は、લ߲ࡾの規ఆにより、ڞ有物
に、࣍の֤߸にܝげるआݖそのଞの༻
利（ҎԼこの߲にݖͼऩ益を的とするٴ
おいて「आݖ等」という。）であって、
当֤֘߸にఆめるؒظをえないものを設
ఆすることができる。
Ұɹथの২ຢはെ࠾を的とする山ྛ
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のआݖ等ɹे年
ೋɹલ߸にܝげるआݖ等Ҏ֎の土地の

आݖ等ɹޒ年
年ࡾ等ɹݖɹ建物のआࡾ
等ɹՕ݄ݖɹ動産のआ࢛

̑ɹ֤ڞ有者は、લ֤߲の規ఆにかかわらず、
保存行為をすることができる。

ୈ262条の̎（ॴ在等不໌ڞ有者の持の取
ಘ）ɹ˞改ਖ਼๏に新設

不動産がਓのڞ有にଐする場合におい
て、ڞ有者がଞのڞ有者をることができ
ず、ຢはそのॴ在をることができないと
きは、ࡋ判ॴは、ڞ有者の請求により、そ
のڞ有者に、当֘ଞのڞ有者（ҎԼこの条
において「ॴ在等不໌ڞ有者」という。）
の持を取ಘさͤる旨のࡋ判をすることが
できる。この場合において、請求をしたڞ
有者がೋਓҎ上あるときは、請求をした֤
有者の持を、請ڞ有者に、ॴ在等不໌ڞ
求をした֤ڞ有者の持のׂ合で҈して
それͧれ取ಘさͤる。

̎ɹલ߲の請求があった持に係る不動産に
ついてୈೋඦेޒീ条ୈҰ߲の規ఆによる
請求ຢはҨ産のׂの請求があり、かつ、
ॴ在等不໌ڞ有者Ҏ֎のڞ有者がલ߲の請
求を受けたࡋ判ॴに同߲のࡋ判をすること
についてҟ議がある旨のಧग़をしたとき
は、ࡋ判ॴは、同߲のࡋ判をすることがで
きない。

3ɹॴ在等不໌ڞ有者の持が相ଓࡒ産にଐ
する場合（ڞ同相ଓਓؒでҨ産のׂをす
き場合にݶる。）において、相ଓ開࢝の
時からे年をܦաしていないときは、ࡋ判
ॴは、ୈҰ߲のࡋ判をすることができない。

̐ɹୈҰ߲の規ఆによりڞ有者がॴ在等不໌
有者の持を取ಘしたときは、ॴ在等不ڞ
有ڞ有者に対し、当֘ڞ有者は、当֘ڞ໌
者が取ಘした持の時価相当ֹのࢧを請

求することができる。
̑ɹલ֤߲の規ఆは、不動産の༻ຢはऩ益

をするݖ利（ॴ有ݖを除く。）がਓのڞ
有にଐする場合について準༻する。

ୈ262条の3（ॴ在等不໌ڞ有者の持のৡ
）ɹ˞改ਖ਼๏に新設

不動産がਓのڞ有にଐする場合におい
て、ڞ有者がଞのڞ有者をることができ
ず、ຢはそのॴ在をることができないと
きは、ࡋ判ॴは、ڞ有者の請求により、そ
のڞ有者に、当֘ଞのڞ有者（ҎԼこの条
において「ॴ在等不໌ڞ有者」という。）
Ҏ֎のڞ有者の全員がಛఆの者に対してそ
の有する持の全෦をৡすることをఀ止
条件としてॴ在等不໌ڞ有者の持を当֘
ಛఆの者にৡするݶݖを付༩する旨のࡋ
判をすることができる。

̎ɹॴ在等不໌ڞ有者の持が相ଓࡒ産にଐ
する場合（ڞ同相ଓਓؒでҨ産のׂをす
き場合にݶる。）において、相ଓ開࢝の
時からे年をܦաしていないときは、ࡋ判
ॴは、લ߲のࡋ判をすることができない。

3ɹୈҰ߲のࡋ判により付༩されたݶݖに基
づきڞ有者がॴ在等不໌ڞ有者の持をୈ
有者ڞ者にৡしたときは、ॴ在等不໌ࡾ
は、当֘ৡをしたڞ有者に対し、不動産
の時価相当ֹをॴ在等不໌ڞ有者の持に
Ԡ͡て҈してಘたֹのࢧを請求するこ
とができる。

̐ɹલ߲ࡾの規ఆは、不動産の༻ຢはऩ益
をするݖ利（ॴ有ݖを除く。）がਓのڞ
有にଐする場合について準༻する。

ᶘɽࡋߟࢀྫ

ʬࡋߴ࠷ྫʭ

�ɽ4�������　ࡋߴ࠷ୈ二খ　ຽू　����

���　ྫλΠϜζ�����

○本件に係る元ॴ有者とඃ上告ਓؒの本件Ո
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のିआは༻ିआであると認ఆし、そし
て元ॴ有者のࢮによるڞ同相ଓਓが為す
本༻ିआの解除は、民๏2�2条本จの
ཧ行為に֘当し、したがつてڞ有者（ڞ同
相ଓਓ）のա決を要するとした事例
� ɽ)�������　ࡋߴ࠷ୈࡾখ　ूຽ　����

���　Τετϩʔɾδϟύϯ

ʓڞ有物に変更をՃえる行為は、ڞ有物の性
ঢ়を物ཧ的に変更することにより、ଞのڞ
有者のڞ有持ݖを৵するものにほかな
らず、ଞのڞ有者の同意をಘないݶりこれ
をすることが許されない。地のඇ地Խ
はڞ有物の変更とみるき重大な事࣮行為
であることはݴうまでもなく、しかもその
上にඃ上告ਓにはこれまた協議をܦないで
建物を建築しようとしていた༁であるか
ら、いかにڞ有持ݖがあったとしても、
このような重大な土地の形ঢ়の変更まで認
めることは、ա度に上告ਓの本件土地に対
する༻ऩ益ݖを৵する݁Ռをটくの
で、許されてはならないことであるとした
事例。

ʬԼࡋڃྫʭ

�ɽ)ݩ����　౦ࡋߴژ　Τετϩʔɾδ

ϟύϯ

○ିआܖ上の地Ґのৡに対するঝの
みであればɼڞ有物の変更ຢはॲにࢸら
ないཧにؔする事߲としてɼڞ有者の持
のաで決することができる行為であ
るといえる。しかし、新ିआܖは、چ
ିआܖの༰を大෯に変更するもので
あり、新ିआܖక݁にって現に行わ
れる改म工事は建物のߏ造変更を含む相当
に大規なものであり、ିਓのෛ୲も大
෯であることなどからすると、新ିआܖ
のక݁は、ڞ有物の変更ٴͼॲに当た
ると認められる。ඃ߇訴ਓを除いた建物ڞ

有者らがିआܖをక݁したことによっ
て、ඃ߇訴ਓも含む建物ڞ有者らとआओと
の新ିआܖが有ޮに成立したと認める
ことはできないとした事例。

� ɽ)�������౦ژ地ࡋ　Τετϩʔɾδϟ

ύϯ

ʓサϒリーεとしての大規ڞ有建物の長ظ
ؒのିआܖにおいて、ିਓ、आਓ
ؒの合意によってྉをֹݮする場合で、
本事案は、「ྉは、ે ੫公՝の大෯な改ఆ、
そのଞࡁܦにஶしい変動があった場
合、このܖక݁3ޙ年ܦաする͝とに、
地ݖ者ٴͼआਓが協議の上改ఆできる。」
とఆめられており、これは、ྉ変更の合
意については、ିਓであるڞ有者全員の
同意を要するとの༰をࣔしたものと解す
きであり、ିਓであるڞ有者の持の
աを有する者とआਓの合意のみでは
りず、ିਓであるڞ有者全員の合意を
ಘる必要があるものとした事例。

� ɽ)��������　౦ژ地ࡋ　Τετϩʔɾ

δϟύϯ

ʓϏルの࢛のҰのڞ有持を有するとओு
する原告が、同ϏルのҰ෦をళฮ等として
原なく有ݖするඃ告に対し、ਖ਼当な༺
しているとして、不๏行為に基づきྉ相
当損ۚのࢧいを請求したのに対し、ඃ
告はϏルの࢛のࡾの持を有するิॿ参
Ճਓとのؒでཧ行為にଐするିआܖ
を有ޮにక݁しているとして、請求が٫غ
された事例。

आ地आՈ๏等の適༻があるିआܖの
క݁は、原則として、ڞ有者全員の合意な
くしては有ޮに行いಘないが、持ݖのա
によって決することが不相当とはいえ
ない事がある場合には、長ؒظのିआ
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。のక݁もཧ行為にあたると判அܖ

� ɽ)�������౦ژ地ࡋ　Τετϩʔɾδϟ

ύϯ

○आ地ܖにおける地代のະ請求にؔする
事案で、地代のֹݮはɼैདྷの維持方๏と
相༰れないࡁܦ的に重大な不利益変更であ
ることからして、ڞ有物の変更であって、
民๏2�1条として、֤ڞ有者はɼଞのڞ有
者の同意をಘなければできない行為である

（なおɼ本件地代のֹݮがཧ行為でない
Ҏ上、持のաを有するものの意の
みによっては、それが決ͤられないのは当
然であって、持のաを有する者のڞ
有物の利༻が્されるのは不合ཧとのඃ
告のओுは࠾༻できるものではない。）と
した事例。
˞地代2�0000ԁから17�000ԁへのֹݮ

� ɽ)�������　౦ژ地ࡋ　Τετϩʔɾδ

ϟύϯ

○私ಓのڞ有持を有する原告らが、同͡く
私ಓのڞ有持を有するඃ告らに対し、私
ಓ上のిபのҠ設について、Ҡ設を施工す
る業者らに対してҠ設にҟ議をड़ない等
の協ྗをする৴ٛ則上のٛにҧ反してい
る等として、Қँྉ等の請求をした事案に
おいて、本件ిபのҠ設に係るఏ案は、い
ずれも、私ಓにおいてిபの場ॴを変更す
るものであり、これは。私ಓのঢ়ଶを物ཧ
的に変更するものであるから、民๏2�1条
ॴఆのڞ有物の変更に当たると解するのが
相当とした事例

� ɽ3������　౦ژ地ࡋ　Τετϩʔɾδ

ϟύϯ

ʓڞ有する土地につきڞ有土地上にطに設ఆ
されたआݖのৡをঝすることは、そ

れがظିआのؒظをえるものであっ
ても、当֘ڞ有土地に新たなෛ୲を՝した
り物ཧ的な変更をՃえたりするものではな
く、新たにआݖを設ఆする場合とは࣭的
にҟなるから、原則として、民๏2�1条の「ڞ
有物に変更をՃえること」には֘当しな
い。この点、本件आ地ݖৡについてみて
も、ैલから存在するچ建物のॴ有者の変
更にうものであり、本件چ建物ෑ地に新
たなෛ୲を՝したり、物ཧ的な変更をՃえ
たりするものであるとは認められないの
で、本件आ地ݖৡに係るିਓのঝは、
民๏2�2条本จの「ཧにؔする事߲」と
して、֤ڞ有者の持の価格にैい、その
աで決ͤられることになるところ、本
件आ地ݖৡは、当時本件土地の持のա
を有していた者によるঝにより、有
ޮにされたものと認めることができるとし
た事例。

͓ΘΓに

ཧにؔするฆ૪は、、有物件の変更ڞ
ି事案にݶらず、ചങにおいても見られる。
ཧ行為に、有物の変更行為にあたるのかڞ
なるのかの判அが૪点になることがଟく、چ
民๏においては、ܰඍなものも含め、変更行
為は全てڞ有者全員の同意が必要とされてい
たが、ྩ和3年の民๏改ਖ਼で、ڞ有について
の見しがされ、「ڞ有物に変更をՃえる行
為であっても、形ঢ়ຢはޮ༻のஶしい変更を
わないもの（ܰඍ変更）については、持
のաで決ఆすることができる。」とされ
た。

本事案においても、新たなିआܖはڞ
有物の変更にあたるが、ྉ変更については、
そのա程、ֹۚ等によりཧ行為と判அされ
ている。しかしながら、個別ঢ়گによっては、
ྉ変更についても、ཧ行為ではなくڞ有
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物件の変更と見၏されることもあるので、
意されたい。
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